
　平成28年８月は日本の南海上で対流活動が活発
になった。月の後半は、日本のはるか東で高気圧の
勢力が強く、その西縁に当たる東日本太平洋側から
北日本を中心に台風や湿った気流の影響を受けやす
かった。特に、北日本では、台風第６号、第７号、
第11号、第９号及び第10号が相次いで接近又は上
陸し（特集2-1図）、前線や湿った気流の影響も加わ
り、顕著な多雨となった。
　８月16日から17日にかけて、台風第７号が関東
地方や東北地方の太平洋沿岸を北へ進み、北海道襟
裳岬付近に上陸し、温帯低気圧に変わった。その後、
20日から21日にかけて、台風第11号が東北地方の
太平洋沿岸沖合を北へ進み、北海道釧路市付近に上
陸した。21日から23日にかけては、台風第９号が
伊豆諸島付近を北へ進み、千葉県館山市付近に上陸

し本州を縦断した後、北海道日高地方中部に再上陸
した。さらに、21日に四国の南で発生した台風第
10号は、はじめ南西に進んだ後、南大東島付近で
向きを北東に変え、29日から30日にかけて日本の
東海上を北へ進み岩手県大船渡市付近に上陸した
後、東北地方を横断し、31日０時に日本海で温帯
低気圧に変わった。
　また、17日から23日にかけて北日本に、26日か
ら27日にかけては、本州付近に前線が停滞したほ
か、台風の周辺や日本の東海上の太平洋高気圧の縁
に沿って、暖かく湿った空気が流れ込む状況が継続
した。
　なお、北海道において年間に３つの台風が上陸
（うち１つは再上陸）したことと、台風が東北地方
太平洋側に上陸したことは、気象庁が1951年に台
風の統計を開始して以来、初めてのことである。
　８月16日から31日までの総降水量は、北海道上

	 1.	 台風等の状況

	 	 2	

	 特 集	

平成28年８月の台風等の	
被害と対応

特集2-1図 平成28年８月に日本列島に接近又は上陸した台風の経路軌跡図

第10号

第６号

第11号

第９号 第７号
８月９日発生８月14日発生８月19日発生

８月20日発生

８月21日発生

（備考）経路の実線は台風、破線は熱帯低気圧・温帯低気圧の期間を示す（気象庁提供）。
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士幌町ぬかびら源泉郷で858.0ミリ、静岡県伊豆市
天城山で812.5ミリ、福島県福島市鷲倉で777.5ミ
リ、埼玉県秩父市三峰で683.5ミリとなるなど、関
東地方や北日本を中心に総降水量600ミリを超える
大雨となったところがあったほか、関東地方や東北
地方で１時間に80ミリ以上の猛烈な雨を観測した
ところがあった（気象庁資料による。）。

　一連の台風等による大雨は、北海道、東北及び関
東地方の広い範囲で被害をもたらし、特に、８月
20日からの大雨では、浸水被害が発生し、死者２
人（北海道１人、神奈川県１人）、負傷者77人の人
的被害のほか、住家被害が多数発生した。

（１）河川の状況
　８月29日から30日にかけて日本列島に接近し、
上陸した台風第10号の影響による大雨で、北海道
及び東北地方の各地で河川の氾濫が発生した。国土
交通省の発表によると、国管理の２水系５河川、道
県管理の20水系38河川において、堤防決壊やいっ
水等による浸水が発生した。

（２）被害の状況
　この台風の影響で、死者22人、行方不明者５人の
人的被害が生じたほか、多数の住家被害が発生した。
北海道においては、河川の氾濫により橋が崩落し、
車ごと流された２人が死亡、１人が行方不明となった
ほか、１人が建物ごと流されて行方不明となった。岩
手県においては、岩泉町で小本川等の氾濫により高

齢者福祉施設（グループホーム）の入所者９人を含
む19人が死亡し、２人が行方不明となったほか、久
慈市で１人が死亡、宮古市で１人が行方不明となった。
　その他の地域（青森県、宮城県、秋田県及び福島
県）においても、複数の負傷者及び多数の住家被害
が発生した（特集2-1表）。
　また、道路の損壊等による孤立事案が多数発生し
た。特に岩手県においては、最大で535世帯、1,093
人が孤立した（９月２日時点、岩手県取りまとめ。）。

	 2.	 	台風第7号、台風第11号、台風第9号等に係る被害

	 3.	 台風第10号に係る被害等

グループホーム周辺に堆積した流木（岩泉町乙茂地区）

都道府県名
人的被害（人） 住家被害（棟）

死者 行方不明者 重傷者 軽傷者 全壊 半壊 一部破損 床上浸水 床下浸水

北海道 2 2 0 2   30      91    913 135    302

青森県 0 0 3 4     0        0    136     2      24

岩手県 20 3 0 4 472 2,279      75 104 1,357

宮城県 0 0 1 0     0        0      12     0        6

秋田県 0 0 1 0     0        0        3     0        0

福島県 0 0 0 0     0        0        1     0        0

合計 22  5  5  10  502  2,370  1,140  241  1,689 

（備考）消防庁被害報により作成（10月27日現在）

特集2-1表 台風第10号に係る人的・物的被害

被災後の状況
（岩泉町安家地区　仙台市消防局提供）
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（３）政府・消防庁・消防機関等の活動
ア　政府の活動
　台風第10号が８月29日頃に日本に接近するおそ
れがあることから、26日に関係省庁災害警戒会議
を開催して応急対策の確認を行い、29日10時00分
に総理大臣官邸に情報連絡室を設置した。
　31日８時50分、総理大臣から、①早期に被害状
況を把握すること、②地方自治体と緊密に連携し、
人命を第一に、政府一体となって、被災者の救命 ･
救助等の災害応急対策に全力で取り組むとともに、
住民の避難支援等の被害の拡大防止の措置を徹底す
ること、③国民に対し、避難や大雨 ･ 河川 ･ 浸水の
状況等に関する情報提供を適時的確に行うことの指
示が発せられた。
　８時57分、関係省庁局長会議を開催し、既に判
明した被害及び対応状況について関係省庁間の情報
共有と対応の確認を行った。13時00分には、情報
の集約、関係省庁との連絡調整等を集中的に行うた
め、既設の情報連絡室を改組して官邸連絡室を設置
した。
　８月31日から９月１日には、内閣府大臣政務官
を団長とする政府調査団を岩手県へ、９月５日には
内閣府特命担当大臣（防災担当）を団長とする政府
調査団を北海道へ、それぞれ派遣した。
　また、多数の者が生命又は身体に危害を受け、避
難所開設、応急仮設住宅供与などの救助が必要と
なっていたことから、北海道の20市町村、岩手県
の12市町村に災害救助法（昭和22年法律第118号）
を適用することが決定され、被災者支援が進められ
た。
　さらに、９月16日、台風第10号による被害を含

む８月16日から９月１日にかけて発生した一連の
災害を激甚災害として指定することを閣議決定した。

イ　消防庁の対応
　８月26日に全都道府県に対して ｢台風第10号警
戒情報｣ を発出し、警戒を呼び掛けた。29日10時
00分には、応急対策室長を長とする消防庁災害対
策室を設置し（第１次応急体制）、情報収集体制の
強化を図った。
　31日５時30分、消防庁長官は、岩手県知事から
広域航空消防応援の要請があったことを受け、宮城
県、秋田県及び福島県の知事に対して、岩手県への
航空隊の出動を要請した。
　また、同時刻、国民保護・防災部長を長とする消
防庁災害対策本部を設置した（第２次応急体制）。
　９時58分には、大規模な被害が発生した場合に
備え、青森県、宮城県、秋田県及び山形県に対して、
岩手県への緊急消防援助隊の出動準備を依頼した。
　10時00分には、現地活動支援のため、消防庁職
員を北海道及び岩手県へそれぞれ２人派遣すること
を決定し、その後、11時55分には、追加して岩手
県宮古地区広域行政組合消防本部へ２人派遣するこ
とを決定した。
　10時10分には、岩手県知事から消防庁長官に対
して、緊急消防援助隊の応援要請があり、同時刻、
消防庁長官を長とする消防庁災害対策本部への改組
を行った（第３次応急体制）。
　11時15分には、消防庁長官は、岩手県知事から
の緊急消防援助隊の応援要請を踏まえ、宮城県及び
神奈川県の知事に対して、緊急消防援助隊の出動を
求めた。その後、被害状況等を踏まえ、11時30分に、
青森県、秋田県及び福島県の知事に対して、出動の

浸水により損壊した住家等
（岩泉町安家地区　仙台市消防局提供）

関係機関による災害対応の検討（岩手県庁にて）
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求めを行うとともに、広域航空消防応援により出動
していた宮城県、秋田県及び福島県の航空隊の出動
について、緊急消防援助隊の出動の求めに切り替え
た。11時45分には、東京都知事に対して、出動の
求めを行った。
　消防庁から、８月31日には災害対策官を岩手県
に、９月５日には消防・救急課長を北海道に、それ
ぞれ政府調査団の一員として派遣した。
　９月７日には、高市総務大臣が、達増岩手県知事
及び伊達岩泉町長との面談や消防職員・団員への激
励を行うとともに、岩泉町内の災害発生現場を視察
し、併せて、被災者をお見舞いするため、避難所を
訪れた。

ウ　消防機関の対応
（ア） 地元消防機関
　北海道では、甚大な被害が発生した新得町、清水
町等を管轄するとかち広域消防局、南富良野町を管
轄する富良野広域連合消防本部等が、災害発生直後
から、被災住民の救助活動、避難誘導等を実施した。
　岩手県では、甚大な被害が発生した久慈市を管轄
する久慈広域連合消防本部並びに岩泉町及び宮古市
を管轄する宮古地区広域行政組合消防本部が、災害
発生直後から、被災住民の救助活動、避難誘導等を
実施した。
　被災地では、河川の氾濫により、道路上に流木等
が散乱して通行障害が発生するなど、消防活動には
大きな困難が伴った。
（イ） 県内応援消防本部等
　北海道においては、北海道防災ヘリコプター及び
札幌市消防局消防ヘリコプターが、南富良野町等で
の救助活動を実施した。

　岩手県においては、岩手県防災ヘリコプターが、
８月31日早朝に、上空からの被害調査及び救助活
動を実施したほか、岩手県の消防相互応援に関する
協定に基づき、盛岡地区広域消防組合消防本部、花
巻市消防本部、北上地区消防組合消防本部及び二戸
地区広域行政事務組合消防本部の４消防本部が、岩
泉町において、救助活動等を実施した。
（ウ） 広域航空消防応援
　消防庁長官から広域航空消防応援の要請を受けた
宮城県、秋田県及び福島県の航空隊は、岩手県へ向
け、迅速に出動した。
　これらの航空隊は、久慈市及び岩泉町において、
情報収集活動及び救助活動を実施し、久慈市におい
て２人を救助した。
（エ） 緊急消防援助隊
　消防庁長官から緊急消防援助隊の出動の求めを受
けた緊急消防援助隊は、久慈市及び岩泉町へ向け、
迅速に出動した。
　緊急消防援助隊は、発災当初、久慈市及び岩泉町
で活動したが、９月２日以降は、被害が甚大であっ
た岩泉町へ部隊を集中投入し、活動した。
　仙台市消防局指揮支援隊は、部隊長として岩手県
庁に設置された消防応援活動調整本部に参集し、岩
手県、岩手県内消防本部及び消防庁派遣職員のほか、
警察、自衛隊、海上保安庁、DMAT、国土交通省、
気象庁等の関係機関とも連携し、被害情報の収集・
整理、緊急消防援助隊の活動方針の調整等を行っ
た。また、横浜市消防局指揮支援隊は、久慈広域連
合消防本部に参集し、被害状況の収集・整理、緊急
消防援助隊の活動管理等を行った。東京消防庁指揮
支援隊は、当初、宮古地区広域行政組合消防本部に
参集したが、岩泉町における119番通報は全て岩泉

高市総務大臣による岩泉町内の被災現場視察（９月７日）
（岩泉町提供）

岩泉町活動調整会議
（岩泉消防署　仙台市消防局提供）
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消防署で対応するなど、災害現場の情報の多くが岩
泉消防署に集約されていたことから、岩泉消防署へ
移動し、自衛隊や警察等の関係機関と連携を図り、
被害情報の整理、緊急消防援助隊の活動管理、活動
内容の調整等を行った。
　陸上隊について、発災当初、青森県大隊は久慈市
で、宮城県大隊は岩泉町で捜索・救助活動等を行っ
たが、９月２日には、青森県大隊も被害が甚大であっ

た岩泉町へ転進した。岩泉町では、重機を有効に活
用して、孤立地域へ進出する際の道路啓開、流木や
土砂等が流れ込んだ家屋での救助活動を行った。ま
た、道路が損壊し、車両が通行できない場所も多く
あったため、水陸両用バギー等を活用して、活動地
域へ隊員及び資機材を搬送し、救助活動を行った。
特に、到着に長時間を要することが見込まれた地域
においては、消防及び自衛隊のヘリコプターにより
隊員及び資機材を投入し、救助活動を行った。
　航空隊は、上空から効果的な情報収集活動を実施
するとともに、ホイスト等により、陸上から救助が
難しい孤立地域における住民の救助活動を行った。
また、救急隊により、被災地域の病院から県立岩泉
高校グラウンドへ搬送した転院患者33人を自衛隊
のヘリコプターと連携し、岩手県消防学校（SCU＊）

＊　�SCU（Staging�Care�Unit）：航空搬送拠点臨時医療施設。航空機での搬送に際して患者の症状の安定化を図り、搬送を実施す
るための救護所として、被災地及び被災地外の航空搬送拠点に、広域医療搬送や地域医療搬送に際して設置されるもの。

活動地域への徒歩による進行
（岩泉町安家地区　仙台市消防局提供）

重機によるがれき・流木の排除
（岩泉町安家地区　仙台市消防局提供）

水陸両用バギーによる資機材等の搬送（岩泉町岩泉
地区　塩釜地区消防事務組合消防本部提供）

ヘリコプターのホイストによる救助
（岩泉町岩泉地区　東京消防庁提供）

緊急消防援助隊 活動規模

指揮支援隊

仙台市消防局指揮支援隊 10隊　53人

東京消防庁指揮支援隊 10隊　30人

横浜市消防局指揮支援隊 ２隊　14人

陸上隊
青森県大隊（11消防本部） 322隊　1,183人

宮城県大隊（12消防本部） 420隊　1,538人

航空隊

青森県防災航空隊 ８隊　64人

宮城県防災航空隊 10隊　64人

秋田県消防防災航空隊 10隊　69人

福島県消防防災航空隊 10隊　80人

仙台市消防航空隊 10隊　68人

東京消防庁航空隊 10隊　54人

横浜市消防航空隊 ３隊　21人

合計（25消防本部、４県防災航空隊） 825隊　3,238人

（備考）　延べ： 各日毎の活動した隊数、隊員数を活動期間中（10日間）
累計したもの。

特集2-2表 緊急消防援助隊の活動規模（延べ）
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への空路搬送も実施した。
　これら懸命な活動の結果、陸上隊及び航空隊を合
わせて43人（広域航空消防応援時に救助した２人
を含む。）を救助した。
　こうした緊急消防援助隊の活動は、８月31日か
ら９月９日まで10日間にわたり実施され、出動隊
の総数は、１都５県（青森県、宮城県、秋田県、福
島県、東京都及び神奈川県）の257隊、1,044人（延
べ825隊、3,238人）に上った（特集2-2表）。また、
１日単位での活動のピークは、９月２日で、93隊、
364人であった。
（オ）消防団
　被害のあった北海道内及び岩手県内では、各消防
団が、台風上陸前から警戒活動、水害対応、住民の
避難誘導等を実施するとともに、台風通過後におい
ても、救助活動、安否確認、行方不明者の捜索等、
多くの活動を実施した。
　北海道においては、８月29日から９月14日まで
の間に延べ約500人（最大活動時は276人（８月31
日））が、岩手県においては、８月29日から９月16
日までの間に延べ約2,700人（最大活動時は754人
（８月30日））がそれぞれ活動した。
　消防団の主な活動内容については、次のとおり。
・ 台風の接近に備えた河川流域や危険箇所等の警戒

活動
・ 河川の氾濫による家屋等への浸水防止のための土

のう積み等
・ 消防ポンプ自動車等を使用した住宅敷地内からの

排水作業
・ 避難勧告や避難指示が発令された地区の住民に対

する広報活動
・ 家屋等への浸水により取り残された住民の救助活

動
・ 住民の安否確認や河川に流された可能性がある行

方不明者の捜索活動
　なお、常備消防と連携したものも含め、消防団の
活動により、北海道幕別町で10人、岩手県久慈市
及び岩泉町でそれぞれ６人が救助された。

　台風第10号による災害では、多くの人的被害が
発生し、その後も、更なる台風の接近による水害･
土砂災害が予想されたことから、同様の被害を防止
する必要性に鑑み、９月２日に「今後の水害等に備
えた警戒避難態勢確保に向けた緊急通知」を発出し、
市町村に対して、とるべき避難行動を住民へ分かり
やすく周知すること等の対応がとられるよう要請した。
　また、近年、経験したことのない集中豪雨等により、
従来安全であると考えられていた地域で大きな被害
が発生していることから、９月７日に「今後の水害
及び土砂災害に備えた地域の防災体制の再点検につ
いて」を発出し、市町村の地域防災計画、マニュア
ル等を確認し、平時から、実効性のある対応体制が
確保できているか点検するよう要請した。今後、再
点検結果を関係省庁とも共有しながら、改善すべき
点について連携して取り組んでいくこととしている。

	 4.	 	今後の水害等に備えた地域の防災体制の再点検

救助活動（岩泉町消防団提供）

排水作業（久慈市消防団提供）
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